
　平成31年２月22日に、厚生労働省健康局長より、『「健康増進法の一部を改正する法律」の施行について(受動喫煙対策)』が通知されました。
　今回の改正の趣旨は、「望まない受動喫煙の防止を図るため、多数の者が利用する施設等の区分に応じ、当該施設等の一定の場所を除き喫煙を
禁止するとともに、当該施設等の管理について権原を有する者が講ずべき措置等について定める」ことです。
　施設の区分は、子どもや患者等に特に配慮し「敷地内禁煙」となる“第一種施設”と、事務所、工場、ホテル・旅館、飲食店等が該当する「原
則屋内禁煙」となる“第二種施設”に大別され、調理師養成施設は、第一種施設に該当すると規定されております。
　第一種施設の施設内禁煙は、2019年７月１日から施行となります。

調理師養成施設は

ここに該当します。
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